
2月の無料相談 ※相談日が祝日にあたる場合はお休みになります。 

Português

English

INFORMAÇÕES ÚTEIS

USEFUL INFORMATION

※法律相談は毎月1日（休日を除く）の午前8時30分から予約してください。 

　市では、税務全般、教育・子育て支援、高齢者の健康管理、障がい者福祉など専門的
な分野の相談業務を次のとおり実施しています。お気軽にご相談ください。 

詳しくは、担当課までお問合せください。 

○○福祉の里八ツ田　相談コーナー○○ 

○○各種専門分野　相談コーナー○○ ○○市役所　市民相談コーナー○○ 

結 婚 相 談  

労 働 相 談  

心身障がい者（児）生活相談 

行 政 相 談  

 相談ごと と　き と　こ　ろ 担　当　課 

税 務 相 談  
 

教 育 相 談  
 

児 童 相 談  
 

福 祉 相 談  
（身体障がい者） 
 

手 話 相 談  
（聴覚障がい者） 

2月20日（月） 
午前9時～正午 

毎月第1・第3金曜日 
午後1時～3時 

毎週月～金曜日 
午前9時～午後5時 

2月19日（日） 
午前10時～正午 
 

毎週火・木曜日 
午前9時～正午 

市役所 2階 
打合室②南 

市役所 2階 
第4相談室 

市役所 2階 
第5相談室 

身体障害者福祉 
センター 
（福祉体育館内） 

市役所 1階 
福祉課窓口 

 相談ごと と　き 問合せ 

市 民 相 談  
（市役所での手続
きなど一般相談） 
多重債務相談 
（ 要 予 約 ） 
消費生活相談 
（消費者のトラ
ブル相談など） 
高 齢 者 職 業  
支 援 相 談  
障がい者職業 
支 援 相 談  

月～金曜日 
午前9時～正午 
午後1時～4時 
毎月第2・第4火曜日 
午後3時～5時15分 

毎週金曜日 
午後1時～4時  
毎週火・水・金曜日 
（祝日を除く） 
午前9時～正午 
午後1時～4時 

市民相談コーナー 
（内線204） 
または 
市民課 

（内線198） 

市民相談コーナー
（内線202）または
経済課（内線212） 
市民相談コーナー
（内線203）または
経済課（内線211）
福祉課（内線142） 

税務課 市民税係 
（内線137） 

学校教育課 
（内線276・277） 

子ども課 
（内線223） 

長寿介護課  
施設係 
（182-5151） 

福祉課 福祉企画係 
（FAX 83-1141） 

毎週火曜日 

毎月第2火曜日 

毎月第2水曜日 

毎月第2・4金曜日 

心 配ごと相 談・人 権 相 談  

交通事故相談（予約制で各回3人） 

法律相談（予約制で6人まで） 

カウンセリング（ 予 約 制 ） 

毎週火曜日 

毎月第2火曜日 

毎月第2・4木曜日 

毎週水・土曜日 

午後1時～4時 

午後1時～4時 

午後1時～4時 

午後1時～2時 

午後1時～4時 

午後1時～4時 

午後1時～3時 

午後1時～4時 

uところ　市役所2階南西側の市民相談コーナー 

 相談ごと と　き 問合せ 

外 国 人 相 談  
（ポルトガル語
の通 訳など） 

月～金曜日 
午前9時30分～正午 
午後1時～4時 

外国人相談 
コーナー 
（内線159） 

u予約・問合せ　社会福祉協議会（182-8833） 

uところ　市役所1階南側の外国人相談コーナー 

外国語情報外国語情報コーナー 外国語情報外国語情報コーナー 外国語情報外国語情報コーナー 

日本語記事は4ページにあります。 
軽自動車の名義変更・廃車の届出 

Transferência de nome, 
cancelamento do registro para 
veículos de pequeno porte 
(Keijidousha)
O mês de março é a época em que se concentra 
os trâmites relacionados à transferência de nome 
e cancelamento do registro de veículos de 
pequeno porte.  Por isso, pedimos para que a 

transferência de nome e cancelamento do registro 
sejam efetuados até meados de março.
▼Informação para os trâmites
○Escritório de Supervisão de Aichi (TEL 052-833-
3551)
○Home-page da Associação de veículos de 
pequeno porte http://www.keikenkyo.or.jp

Report of the Name Change and 
Vehicle disposal of Light Vehicle
The due month for the light vehicle tax payment is 
in  March, so the payment window is very 
crowded  every year.  Please we ask that the light 
vehicle owners please to report the change of 
name and vehicle disposal to the office as soon 
as possible. (by about the middle of March)
▼Information 
○Aichi control office (TEL 052-833-3551)
○Association of light cars
URL http://www.keikenkyo.or.jp

このコーナーでは、県内の消費生活相談に寄せられた相談事例等をご紹介しています。 

【相談内容】3、4年前に「上場間近で必ず儲かる」と勧誘され未公開株を購入しました
が、上場はされず業者とも連絡が取れなくなってしまいました。最近別の業者から、その
株を高値で買い取るからと別会社の株購入を勧められました。損失を取り戻せるならと
思い購入しましたが、買い取りがなされないまま業者と連絡が取れなくなってしまいました。 

【アドバイス】実際には上場する予定がないにもかかわらず上場予定と偽ったり、発行会社自体が架空のものであるなど未
公開株の詐欺的な勧誘が多発しています。「必ず上場する」「必ず儲かる」というセールストークに惑わされないようにし
ましょう。最近は未公開株に関わる二次被害も起きているので注意が必要です。 

■消費生活全般についてのご相談は下記まで■ 
【知立市役所内　相談コーナー】 毎週金曜日：午後1時～4時　s問合せ　市民相談コーナー（内線202）・経済課（内線212） 
【西三河県民生活プラザ】 月～金曜日：午前9時～午後4時30分　s消費生活相談専用ダイヤル　10564（27）0999

消費生活相談 
事例紹介 

～こんなときは？～ 
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